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地区計画は，地区計画の方針と地区整備計画のふたつから成り立っている．地区計画の方針はまちづく

りの全体構想を定めるものであり，地区計画の目標や整備，開発及び保全の方針を定めている．その目的

によって分類ができるとされており，その中のひとつに地区保全が存在する．地区計画等の内，地区計画

を対象に，「その街らしさ」を保全する効果の検証を行うことを目的とした． 

その結果，地区計画の目的においては制度創設から現在に至るまで，新規・増進を目指しているものが

大半であり，地区保全は創設初期よりは増えているものの少数であること，目的別の地区整備計画におけ

る制限項目に大きな差異が存在しないことを明らかにした． 

 

     Key Words : district planning, characteristics of the town 

 

 

1． 背景・目的 

 

(1) 背景  

1980年に創設された地区計画制度は，2013年3月31日

現在において，全国755都市において，6，471地区で策

定されている1)．地区計画は地区単位でつくる計画であ

り，地区独自のまちづくりのルールとなる．都市計画が

都市全体の観点から土地利用の計画や主要な公共施設の

配置計画等を定め，建築基準法が個々の敷地や建築物を

規制するのに対し，地区計画は一定の広がりをもった

「地区」を対象としている．その地区の実情に合ったき

め細かな規制・誘導が可能であり，他の都市計画に対し

て「詳細計画」の役割を担っている2)． 

地区計画法の制定当時において，都市の骨格を形作る

都市計画法が定める区域区分や用途地域で対処できない

問題が顕在化していた．地方分権等や住民参加といった

社会情勢の変化において，そうした問題を市町村が独自

に対応していくべく，地区レベルでのきめ細かなまちづ

くりを法的強制力により実現するために地区計画が創設

された3)． 

地区計画は，地区計画等の中で最も一般的なものであ

る．他に，密集市街地における防災に関する機能確保と

土地の合理的かつ健全な利用を図る防災街区整備地区計

画，歴史的風致の維持及び向上と土地の健全な利用を図

る歴史的風致維持向上地区計画，幹線道路の沿線につい

て円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資する

ことを目的とする沿道地区計画，農村集落の環境改善を

目的とする集落地区計画が存在する4)5)． 

 

(2) 目的  

 

地区計画は図-1に示す通り，地区計画の方針と地区整

備計画のふたつから成り立っている2)． 

 

図-1 地区計画の構成2) 
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地区計画は目指す目的によって分類ができるとされて

おり，その中のひとつに地区保全を目的とするものが存

在する．地区計画等の内，防災街区整備計画は防災機能

の確保，沿道地区計画は道路交通の確保，集落地区計画

は農村集落の環境改善を目指しており，保全といった目

標からは離れている部分がある．歴史的風致維持向上地

区計画は維持という形で保全が考慮されているものの，

都市計画現況調査において，計画決定が確認されていな

い1)．そこで，本研究では地区計画等の内で最も一般的

であり，件数の多い地区計画を対象に，目指す目標に着

目し，地区計画における「その街らしさ」の保全に対す

る取り組みを明らかにすることで，制度の実態把握と効

果の検証を行うことを目的とする． 

 

 

2． 研究の概要  

 

(1) 既存研究の整理  

原田らの研究4)では，まちづくり協定と地区計画の役

割や使い分けについて着目し，横浜市の商店街を対象と

して，商店街の独自色を出すための運用と活用方法を考

察している．地区計画は必ずしも積極的に規制の項目を

活用しているわけではないが，まちづくり協定と補完の

関係があり，一方のまちづくり協定は商店街組合との連

携協力促進といった役割が持たされている．地区計画で

は対応できない，環境面や経営面，交通面，安全面等の

多様な面で，商店街固有の独自性を打ち出す役割を担っ

ているとしている．また，新たに参画する商業者への周

知により，相互の協力体制を維持する上での重要な役割

を担っており，商店街が自己決定性を高めるうえで優れ

た手段だとしている． 

向井らの研究5)では，東京都における地区計画と関連

した用途地域変更を対象に，地区計画を類型化し，タイ

プ毎に用途地域変更内容とそれに対する地区計画規制を

比較し，その効果について明らかにしている．特に事業

と関連のないタイプの地区計画において，地区計画が規

制手段でありながら事業的な手法としての側面も持ち合

わせているとしている．一体運用が浸透しており，用途

地域変更による容積率の緩和分のコントロール方法を，

地区計画は詳細に設定でき，一体運用は有効な手段と評

価している． 

浅野の研究6)では，保全重視の視点を明確に打ち出し

た「久山方式」を打ち出した福岡県久山町を対象に，市

街化調整区域における地区計画制度を取り上げ，制度の

可能性と課題について考察している．地区計画が持つ，

計画を描く機能と地区施設を規定する機能は貴重であり，

市街化区域に比べて市街化調整区域が非常に広い都市や

調整区域の中の開発圧力格差が著しい都市では，都市計

画法34条8号の3条例による方法よりも時間と手間はか

かるかもしれないが，地区計画の方が適当ではないか，

としている． 

以上の研究では，地区計画と他の制度を伴った運用状

況について述べられている．また，これら既存の研究に

おいて，地区計画の分類は活用のタイプに着目して行わ

れている．そこで，本研究では地区計画の方針における

目標に着目した分類分けを行い，その街らしさを保全す

るにあたっての効果を検証する． 

 

(2) 研究の流れ 

まず，第3章で東京都区部における地区計画制度につ

いて整理し，本研究における基礎概念の定義を行う．第

4章では現況把握として，対象の地域における現状や課

題を把握し，第5章で考察を行う． 

 

(3)  対象地域の選定 1) 

全国の地区計画の地区数分布を表-1に示した．関東が

最も多く，その内30％以上が東京都の地区である．東

京都内においては区部と多摩部で地区数が拮抗している

ため，本研究では区部を対象とする． 

 

表-1 全国の地区計画地区数分布 1) 
北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

400 490 2414 354 670 1032 301 92 670 48 
 

 

3． 基礎概念の整理 

 

(1) 地区計画の方針で定めることができる事項2) 

 地区計画の方針はまちづくりの全体構想を定めるもの

である．地区整備計画がこの方針に沿って定められるた

め，当該区域の整備等をどのように行い，どのような形

態の市街地を形成しようとするかなどについて，関係権

利者，住民等が容易に理解できるように定めることが望

ましいとされている．具体的な定める内容は以下に示す

通りである． 

 

a)地区計画の目標 

b)土地利用の方針 

c)地区施設の整備の方針 

d)建築物等の整備の方針 

e)その他当該地区の整備，開発及び保全に関する方針 

 

(2) 地区整備計画で定めることができる事項 

 地区整備計画はまちづくりの内容を具体的に定めるも

のであり，地区計画の方針に従って，地区計画区域の全

部または一部に定める制限が詳しく記載されている．具

体的な定められる内容について，表-2に示した．尚，本
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研究では都市計画現況調査に倣い，各内容を「呼称」の

列に記載した通りに呼称する． 

 

表-2 地区整備計画で定めることができる事項9) 

内容 呼称 詳細

建築物等の用途の制限 用途
地区の目指すまちづくりにそぐわないものを排除するため、建物の使い
方を制限することができる。あるいは伝統産業の工場等を許容する等
のため、緩和することができる。

建築物の容積率の
最高限度又は最低限度

最高容積率
最低容積率

容積率を制限又は緩和し、周囲に調和した土地の有効利用を進めるこ
とができる。

建築物の建ぺい率の最高限度 最高建ぺい率
庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりのある街並みをつくること
ができる。

建築物の敷地面積又は
建築面積の最低限度

敷地面積
建築面積

狭小な敷地による居住環境の悪化を防止、あるいは共同化等による土
地の高度利用を促進することができる。

壁面の位置の制限 壁面位置
道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくることがで
きる。

壁面後退区域における
工作物の設置の制限

工作物設置の制限
壁面後退区域内の自動販売機等の工作物の設置を制限し、良好な景
観とゆとりある外部空間をつくることができる。

建築物等の高さの
最高限度又は最低限度

最高高さ
最低高さ

街並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進することができ
る。

建築物等の形態又は
色彩その他の意匠の制限

形態意匠
色や仕上げ、建物のかたち・デザインの調和を図り、まとまりのある街
並みをつくることができる。

垣または柵の構造の制限 垣柵
垣や柵の材料や形を決める。生垣にして緑の多い街並みをつくることも
できる。

その他、土地利用の
制限に関すること

その他
現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限する
ことができる。  

 

 

(3) 地区計画の目的 

日笠端ら7)は，地区計画はその目的によって次のよう

な種類があるとしている． 

 

a)新市街地の開発を目的とするもの 

 住宅地においては，各種規模の住宅団地，分譲住宅地

などがこれに該当する．商業地としては大規模ニュータ

ウン開発に含まれるタウンセンターなどがある．工業地

としては工業団地が例として挙げられ，その他の例とし

ては流通業務団地，レクリエーション基地などが存在す

る． 

b)既成市街地の再開発を目的とするもの 

 住宅地においては，既存の権利関係の複雑さと採算性

の問題から，計画の実現が困難なため，日本においては

事業がほとんど進められていない．不良住宅地区改良事

業も含まれるが，量的には極めて少ない．商業地におい

ては，土地の高度利用，災害の復旧，駅前広場など公共

施設の整備を動機に，鉄道駅前の商業地が比較的事例と

して多く存在する．また，業務施設，商業施設などを含

む都市の中心地区の再開発を行うものが存在する．工業

地としては公害対策を主目的とした例が存在する． 

c)地区保全を目的とするもの 

 文化財保護として，建築物の集団を地区として保全す

るもの，あるいは文化財を中心として，周辺の地域一帯

を文化財の保全を目的として再開発するものなどがある．

自然保護としては，自然保護地域の指定などの規制の他，

できるだけ自然を残しながら，一部，レクリエーション

などの目的に利用するプロジェクトが考えられるとして

いる．優良市街地の保全としては，環境の良好な住宅地

などが対象となる． 

 

 また，首都圏総合計画研究所8)は，地区計画制度適用

の目的として，3つの方向があるとしている． 

 

 

a)保全志向型タイプ 

 環境水準が良好であり，将来に渡って保全していこう

とする目的による適用である．既存不適格建築物等に対

して同一水準への誘導という目的も持っている． 

b)改良契機型タイプ 

 獲得したい環境水準の実現に向けて，現況の問題点を

克服していく契機としていこうとする目的による適用で

ある．現況のレベルによって，大幅な改造を伴うものや，

部分修復に留まるケースが想定される． 

c)将来担保型タイプ 

 主に新市街地あるいは市街化進行地において，現況の

まま放置した問題に対応するために，将来に向けての担

保を図ることを目的とした適用である． 

 

 これらを踏まえ，本研究では地区計画の目的を以下の

3つに分類する． 

 

A)新規・増進 

 新たな事業可能性への取り組みを行うことや，都市機

能の増進を行うことが明示されているもの． 

B)現状改善 

 地区内における課題が明示されており，その改善のた

めの取り組みを行うとされているもの． 

C)地区保全 

 地区内における既存の自然・街並み等に対して，従来

の特性を活かした保全を行うことが明示されているもの． 

 

(4) その街らしさ 

 街を認識するにあたり、内側から考える場合と外側か

ら考える場合で、視点の違いから差異が生じる可能性が

ある。街を内部から認識する住民と，外部から認識する

来街者の双方が，それぞれ認知した，街の特徴的である

部分のこととする． 

 

 

4． 現況把把握1)12)13)14)15)16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)3

0)31)32)33)34) 

 

(1) 対象となる地区計画について 

国土交通省の行った最新の都市計画現況調査を踏まえ，

東京都区部における，2013年3月31日までに都市計画決

定した地区計画を対象とする． 

 

(2) 目的別の策定状況 

対象となる地区計画において，3章で整理した「新

規・増進」「現状改善」「地区保全」の目的別に分類を

行う．各地区計画における，都市計画現況調査記載の地
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 4 

区計画のねらいと，地区計画書に記載されている地区計

画の目標を基に，分類を行った結果を表-3に示す．尚，

地区計画の目標において複数の目的が併記されていた場

合，複数の目的が存在するものとして分類を行った． 

加えて，目的別の決定がされた最新の年度について，

図-1に示した． 

 

表-3 東京都における地区計画 

区 総数 Ａ Ｂ Ｃ Ａ、Ｂ Ａ、Ｃ Ｂ、Ｃ
世田谷区 62 16 9 12 18 2 5
渋谷区 11 6 2 3 0 0 0
中央区 25 25 0 0 0 0 0
中野区 4 2 0 0 0 2 0
北区 10 6 0 2 1 1 0
千代田区 37 7 9 3 5 10 3
台東区 3 3 0 0 0 0 0
品川区 20 13 3 1 1 1 1
墨田区 7 7 0 0 0 0 0
大田区 8 1 2 3 0 0 2
文京区 3 2 1 0 0 0 0
新宿区 17 9 1 2 1 3 1
杉並区 8 3 3 0 0 0 2
板橋区 14 11 0 2 0 1 0
江戸川区 36 26 1 0 4 5 0
江東区 13 13 0 0 0 0 0
港区 24 23 0 0 0 1 0
目黒区 10 8 1 0 0 1 0
練馬区 30 20 1 4 0 2 3
荒川区 7 7 0 0 0 0 0
葛飾区 12 9 0 0 2 1 0
豊島区 11 7 1 1 0 1 1
足立区 39 19 5 0 4 10 1
計 411 243 39 33 36 41 19  

 

 地区計画の目的は新規・増進に非常に偏っている．新

規・増進単独でも 59%，新規・増進を含む複数の目的

で成立しているものとしては 78%を占めており，目的

の中心となっていると考えられる．現状改善と地区保全

に関しては，単独の目的として成立しているものよりも，

複数の目的で成立しているものの方が僅かながら多い．  

地区計画の決定がされた年度に関しては，90年台後

半まではそのほとんどが新規・増進であった．00年台

中盤から，現状改善や地区保全といった目的についても

目立ち始めてきた．地区計画動因の目的は創設当初と比

べ多様化を進めたが，現在に至っても依然として新規・

増進が主流のままであると言える． 

(3) 地区整備計画の制限項目 

 各目的において，地区整備計画における制限項目がど

れだけ決定されているのか，表-4に示した．また，そ

の各々の割合について，図-2に示した． 

 

表-4 目的別の地区整備計画における制限項目 

目的 用途
最高容
積率

最低容
積率

最高建
ぺい率

敷地面
積

壁面位
置

工作物
設置の
制限

最高高さ 最低高さ 緑化率
形態意
匠

垣柵 計

A 224 154 63 61 186 229 82 162 14 7 229 133 243
Ｂ 36 18 8 7 29 34 15 27 2 2 34 21 39
Ｃ 27 4 0 6 25 27 9 29 0 3 31 27 33
Ａ、Ｂ 22 32 6 18 36 22 8 15 1 1 36 28 36
Ａ、Ｃ 39 24 3 11 29 33 12 28 1 7 41 24 41
Ｂ、Ｃ 18 8 1 7 12 15 6 13 0 1 19 12 19  

 

 
図-2 目的別の地区整備計画における制限項目割合 

 

 各目的別において，制限項目の割合に大きな差異は認

図-2 目的別の地区計画が決定された最新年度 
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められなかった．最低の割合と最高の割合が10％以上

離れている制限項目は，地域保全単独における，最高容

積率のみである．最高容積率は，周辺の環境と調和する

よう，建物のボリュームを抑えるために制限を掛ける項

目であるが，地域保全を目的とする地区ではその必要性

が薄いのだと考えられる． 

 

(4) 地区保全を含む地区計画 

 目的Cと目的A，Cの地区計画について，表-5と表-6，

表-7に示した． 

 

表-5 目的Cの地区計画 

世 田 谷 区 上用賀一丁目地区 8.4 2006 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 喜多見駅周辺地区 8.5 1998 ○ ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 喜多見南部地区 7.8 2004 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 中町上野毛通り沿道地区 3.0 1989 ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 鎌田前耕地地区 17.4 2004 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 旭小学校周辺地区 60.6 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 明大前駅北側地区 2.8 1999 ○ ○

世 田 谷 区 千歳通り北部沿道地区 3.7 2010 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 奥沢二・五丁目北地区 3.1 2003 ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 宇奈根西部地区 11.5 2004 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 玉川田園調布一・二丁目地区 20.6 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 世田谷二丁目千種住宅地区 1.0 2007 ○ ○ ○ ○ ○

渋 谷 区 表参道地区 8.7 2002 ○ ○ ○ ○ ○ ○

渋 谷 区 広尾五丁目地区 14.3 2007 ○ ○ ○ ○ ○

渋 谷 区 旧山手通り地区 7.2 2004 ○ ○ ○ ○

北 区 田端二丁目周辺地区 7.5 2006 ○ ○ ○ ○ ○

北 区 豊島一丁目地区 2.9 2008 ○ ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 紀尾井町地区 29.8 2004 ○ ○ ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 六番町奇数番地地区 4.2 2004 ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 四番町地区 9.7 2007 ○ ○ ○ ○ ○ ○

品 川 区 東品川五丁目地区 6.7 2005 ○ ○ ○ ○ ○ ○

大 田 区 大田区田園調布地区 47.2 2005 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大 田 区 大田区平和島地区 25.0 1985 ○ ○ ○ ○ ○ ○

大 田 区 大田区東海三丁目地区 3.8 1988 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 宿 区 神楽坂通り地区 1.7 2011 ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 宿 区 内藤町地区 4.7 2001 ○ ○ ○ ○

板 橋 区 中台二丁目北地区 3.1 2010 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

板 橋 区 新河岸二丁目工業地区 9.5 2011 ○ ○ ○ ○ ○ ○

練 馬 区 土支田三丁目地区 2.3 1999 ○ ○ ○ ○ ○ ○

練 馬 区 春日町一・二丁目地区 5.2 1989 ○ ○ ○ ○

練 馬 区 高松一・二丁目地区 21.3 2005 ○ ○ ○ ○ ○

練 馬 区 高松四・五丁目谷原一丁目地区 11.5 1997 ○ ○ ○ ○ ○ ○

豊 島 区 高松二丁目桐葉通り地区 3.3 2008 ○ ○ ○ ○ ○
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表-6 目的A，Cの地区計画 

中 野 区 中野四丁目地区 18.0 2011 ○ ○ ○ ○ ○ ○

中 野 区 中野坂上地区 4.7 1999 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北 区 豊島四丁目地区 2.9 2004 ○ ○ ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 紀尾井町南地区 4.4 2011 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 一番町地区 22.6 2005 ○ ○ ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 三番町地区 20.7 2006 ○ ○ ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 二番町地区 12.1 2008 ○ ○ ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 飯田橋二・三丁目地区 17.7 2004 ○ ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 神田須田町二丁目北部周辺地区 5.7 2008 ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 外神田二・三丁目地区 15.1 2007 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 外神田五・六丁目地区 8.5 2007 ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 永田町二丁目地区 5.9 2005 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 大手町・丸の内・有楽町地区 119.1 2012 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

品 川 区 広町一丁目周辺地区 17.2 2011 ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 宿 区 西新宿六丁目西部地区 11.3 1999 ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 宿 区 百人町三・四丁目地区 30.6 2008 ○ ○ ○ ○

新 宿 区 神楽坂三・四・五丁目地区 3.1 2011 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

板 橋 区 西台二丁目周辺地区 27.9 2007 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

江 戸 川 区 瑞江駅南部地区 34.0 1999 ○ ○ ○ ○ ○ ○

江 戸 川 区 一之江境川親水公園景観形成地区 18.7 2006 ○ ○

江 戸 川 区 一之江駅付近地区 7.0 1997 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

江 戸 川 区 東葛西五丁目付近地区 40.5 2003 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

江 戸 川 区 古川親水公園沿線景観形成地区 4.5 2011 ○ ○

港 区 愛宕地区 6.6 1999 ○ ○ ○ ○ ○

目 黒 区 大橋地区 3.8 2007 ○ ○ ○ ○

練 馬 区 大泉学園北口東地区 4.7 2012 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

練 馬 区 中村橋駅南口地区 2.6 2005 ○ ○ ○ ○ ○

葛 飾 区 東新小岩一丁目地区 8.8 2004 ○ ○ ○

豊 島 区 巣鴨地蔵通り四丁目地区 1.2 2005 ○ ○ ○ ○

足 立 区 花畑北部地区 55.3 2012 ○ ○ ○ ○ ○ ○

足 立 区 足立東部地域花畑七・八丁目地区 17.0 2004 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

足 立 区 足立東部地域南花畑一・三・四丁目地区 18.1 2004 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

足 立 区 足立東部地域神明南地区 76.4 2010 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

足 立 区 足立北部地域西伊興地区 109.7 2011.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

足 立 区 足立北部地域舎人・古千谷本町地区 121.5 2011.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

足 立 区 足立北部地域東伊興地区 93.9 2004.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

足 立 区 神明三丁目地区 5.8 2004 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

足 立 区 島根四丁目地区 12.6 2004 ○ ○ ○ ○ ○ ○

足 立 区 保塚町地区 21.4 2011 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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表-7 目的B，Cの地区計画 

世 田 谷 区 下北沢駅周辺地区 25.0 2006 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 芦花公園駅南口地区 5.4 2002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 北烏山二丁目北部地区 3.8 2008 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 北烏山三丁目地区 7.8 2004 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世 田 谷 区 南烏山二丁目南部地区 1.8 2005 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 神田錦町北部周辺地区 7.9 2008 ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 神田駿河台東部地区 10.7 2008 ○ ○ ○ ○

千 代 田 区 神田淡路町周辺地区 17.8 2007 ○ ○ ○ ○

品 川 区 八潮五丁目地区 40.8 2009 ○ ○ ○ ○ ○

大 田 区 田園調布多摩川台地区 40.3 2001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大 田 区 洗足風致地区 28.5 2005 ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 宿 区 市谷柳町地区 3.8 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○

杉 並 区 大田黒公園周辺地区 42.7 1996 ○ ○ ○ ○ ○

杉 並 区 宮前二丁目地区 24.0 1992 ○ ○ ○ ○ ○ ○

練 馬 区 光が丘地区 98.4 2011 ○ ○ ○ ○

練 馬 区 春日町六丁目地区 28.0 2005 ○ ○ ○ ○ ○ ○

練 馬 区 中村橋駅北口地区 11.6 2013 ○ ○ ○ ○ ○

豊 島 区 池袋駅周辺･主要街路沿道エリア地区 39.1 2006 ○ ○ ○

足 立 区 足立東部地域平野・東六月地区 55.8 2005 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 地区保全単体としては世田谷区が最も多い結果となっ

ている．新規・増進との複合目的としては千代田区と足

立区が同数で最も多く，現状改善との複合目的としては

世田谷区が最も多かった． 

 

 

5．  得られた知見 

 

・地区計画制度が創設の直後から90年台後半新規・増

進目的の地区計画が多かった．00年台中盤からその他

の目的も合わせた計画が出始めており，多様化が進んだ

と言える．しかし，現状においても新規・増進目的が大

半を占めている． 

・各目的において，地区整備計画における制限項目に大

きな差異は認められなかった．制限項目が目的達成に与

える影響は特段大きなものではないと考えられる． 

 

 

6． 今後の予定 

 

・地区保全を含む地区計画に対して，保全の対象による

差異が生じていないかについて，明らかにする． 

・住民と来街者の双方に対して，街の特徴をどういった

ものだと認識しているのか，ヒアリング及びアンケート

調査を行う．加えて，住宅情報誌等を用いて，街の認識

のされ方を調査する．それらを通して，各地区計画区域

における「その街らしさ」を明らかにする． 

・地区計画によって保全された事項と，「その街らし

さ」を関連付けて，課題や問題点について考察を行う． 
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About the effect which preserves "characteristics of the town” of region planning system 

- Targeted for the Tokyo metropolitan area- 
 

Naoki KURODA， Yoshihide NAKAGAWA 

 
A district plan consists of two of a policy of a district plan and an area maintenance plan． A policy of 

a district plan sets the whole plan of the community building and sets a policy of a target of a district plan， 

maintenance， development and preservation． When the purpose can classify it， a district plan is done， 

and area conservation exists in one in it． I had for my object to inspect the effect which preserves "char-

acteristics of the town" targeted for the inside where it's for a district plan and the district plan． 

Since putting it in the destination of the result and district plan， the one aiming at* increase newly up 

to now from institutional foundation was the most part， and area conservation made it clearer than a 

foundation early stage that it's an increasing small number and that the big difference doesn't exist in re-

striction item in an area maintenance plan by intention． 
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